
別記様式第１９号 

 

 

特定歴史公文書等の保存及び利用状況書（令和６年度） 

 

 

 

１ 保存状況 

（単位：冊） 

  

公文書群 
前年度末 

保存数 

ａ 

本年度中 

受入等数 

ｂ 

 

廃棄数 

ｃ 

本年度末 

保存数 

ａ+ｂ-ｃ 

0 古文書簿冊（明治期から昭和３３年に作成された公文書群） 2542 0 0 2542 

1 古文書簿冊（明治期から昭和初期に作成された公文書群） 2252 0 0 2252 

2 ２５年部目簿冊（主に昭和初期から昭和２０年代後半に作成された公文書群） 3285 0 0 3285 

3 明治期から昭和５０年までに議会事務局で作成された公文書群 475 0 0 475 

8 昭和２４年度から昭和６１年度までに労働委員会事務局で作成された公文書群 110 0 0 110 

9 昭和２３年度から昭和５４年度までに教育委員会で作成された公文書群 241 0 0 241 

11 平成１０年度〜２２年度末までに保存期間が満了した公文書群 7000 0 0 7000 

12 平成２３年度末までに保存期間が満了した公文書群 967 0 0 967 

13 平成２４年度末までに保存期間が満了した公文書群 1195 0 0 1195 

14 平成２５年度末までに保存期間が満了した公文書群 1090 0 0 1090 

15 平成２６年度末までに保存期間が満了した公文書群 1223 0 0 1223 

16 平成２７年度末までに保存期間が満了した公文書群 1223 0 0 1223 

17 平成２８年度末までに保存期間が満了した公文書群 1380 0 0 1380 

18 平成２９年度末までに保存期間が満了した公文書群 1538 0 0 1538 

19 平成３０年度末までに保存期間が満了した公文書群 1494 0 0 1494 

20 令和元年度までに保存期間が満了した公文書群 1079 0 0 1079 

21 令和２年度までに保存期間が満了した公文書群 1149 0 0 1149 

22 令和３年度までに保存期間が満了した公文書群 1037 0 0 1037 

23 令和４年度までに保存期間が満了した公文書群 902 0 0 902 

24 令和５年度までに保存期間が満了した公文書群 0 772 0 772 

合計 30182 772 0 30954 



別記様式第１９号 

 

２ 利用状況 

(１) 月別利用状況 

（単位：件、冊、人） 

月 
利用請求 簡易閲覧申込 元実施機関利用申込 

利用相談 施設見学 
受付数 公文書数 受付数 公文書数 受付数 公文書数 

４ 0 0 1 14 1 3 2 0 

５ 2 28 1 10 1 9 3 0 

６ 2 52 2 31 1 3 4 0 

７ 1 8 0 0 4 11 5 0 

８ 0 0 0 0 0 0 5 0 

９ 3 24 3 18 0 0 9 0 

１０ 0 0 1 1 1 1 7 0 

１１ 4 38 4 29 2 4 10 0 

１２ 1 3 1 8 0 0 3 0 

１ 0 0 0 0 0 0 2 0 

２ 0 0 1 1 1 4 5 0 

３ 2 5 1 7 1 2 4 0 

合  計 15 158 15 119 12 37 59 0 

 

(２) 利用請求の決定状況 

（単位：件）     

利用制限なし 
利用制限あり 

合計 
一部 全部 

288 26 0 314 

注 合計は、（１）の「公文書数」の合計と一致する。 

 

（参考）利用決定等するまでの期間 

決定期間 決定件数 

請求日から 15日以内 38 

請求日から 16日～30日以内 3 

決定期間の延長をしたもの 1 

合計 42 
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(３) 貸出状況 

貸出先 行事等の内容、貸出期間、貸出公文書 

松江市立 松江歴史館 

○ 行事等の内容 

館蔵品展 「松江藩を支えた家老 大橋茂右衛門」 

○ 貸出期間 

令和 6年 12月 26日～令和 7年 4月 4日 

○ 貸出公文書等 

士族禄高〔人別の家禄帳 松江県〕 
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３ 審査請求の件数及び裁決状況 

（単位：件）   

審査請求 
処理内訳 

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 審議中 その他 

0 

（繰越   ） 
0 0 0 0 0 0 0 

注 １  件数は、審査請求書の数をいう。 

注 ２   「審査請求」欄の「（繰越）」は、当該年度以前に審査請求書を受け付けたもののうち 

当該年度当初において審議中であったものをいい、内数である。 

注 ３  「その他」は、未諮問等の数をいう。 

 


